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委 員 会 報 告 書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、別紙のとおり決定したので、会議規則第１０１条

の規定により報告します。 
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別紙 

総務生活常任委員会における審査の経過と結果について（審査日：平成３１年３月５日） 

 

１．議案第１号 川西市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について 

 

議案の概要   

本案は、人事院勧告を踏まえ、一般職の職員の給料表及び一般職の職員等の勤勉手当等

を改定するとともに、給与制度の適正化の観点から住居手当の支給を見直すため、条例の

一部を改正しようとするもの。 

質疑の概要  

 問 今般の改定は給料表の水準を平均０．２％引き上げ、一方では住宅所有者の住居手

当を平成３３年度には廃止する内容となっている。実質賃金という観点で見るとこれ

まで職員の収入は減少し続けており、これにより今後人材確保が困難になることが懸

念されるが、見解を伺いたい。 

 答 本市における給与制度の基本的な考え方としては、人事院勧告に基づき改定するこ

ととしており、国では住居手当が早々に廃止されているため、本市においてもこれま

で段階的に縮小し、平成３３年度で廃止しようとするものである。職員採用に際して

の懸念材料という点について否定はできないが、あくまで国や他団体との均衡を図る

ことを原則として、今後も進めていきたいと考えている。 

 

 問 住宅所有者で償還金（住宅ローン）のある者には加算措置があるが、この加算も同

様の取り扱いか。 

 答 持ち家の世帯主で償還金がある者に対しては、特例措置として８年間月額２５００

円を加算していたが、それも含めて廃止となる。 

 

 問 過去３年間給与改定がなかった理由と、今回改定に至った理由について伺いたい。 

 答 過去３年間については、市の財政状況やラスパイレス指数を考慮し見送ってきた

が、今回についてはラスパイレス指数が１００を下回る試算が得られたため、改定し

ようとするものである。 

 

特 記 事 項  

議案質疑資料あり（住居手当の廃止に伴う影響人数と影響額について ほか） 

審 査 結 果 原案可決（全員賛成） 
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２．議案第２号 平成３０年度川西市一般会計補正予算（第６回） 

 

議案の概要 

職員の給与改定等に伴う人件費の補正。 

第１表 歳入の全部。 

歳出第１款議会費。 

     第２款総務費のうち第１項総務管理費第７目公共施設マネジメント費を 

除く全部。 

第３款民生費のうち第１項社会福祉費第２目人権推進費及び第３目総合セ 

ンター費。 

第４款衛生費のうち第２項環境衛生費及び第３項清掃費。 

第５款労働費。第６款農林業費。第７款商工費。第９款消防費。 

第１２款公債費。 

質疑の概要  

⑴ 第１表 歳入 

 なし 

⑵  同  歳出 

 なし 

特 記 事 項  

 議案質疑資料あり（職員の給与改定に伴う職種別の影響人数と影響額について） 

審 査 結 果 原案可決（全員賛成） 


